
本業務について、ご注意いただきたいことは、次のとおりである。

（３）その他の注意事項

　の水路横断測量を各1箇所(計3箇所）見込んでいる。

＊設計業務の打合せ協議は、第1回打合せ、水管橋基本設計最終打合せ、

　設計業務最終打合せ及び中間打合せ6回(小口径推進：2回、水管橋基本

　その都度、調査職員と協議を行うこと。

＊測量範囲には、市立竹の内小学校の敷地が含まれる。敷地内の調査方法

＊積算は、「設計業務等標準積算基準書 令和6年度版」及び「令和6年度

　水道事業実務必携」等を適用している。

＊労務単価は、「令和７年3月公表単価」等を適用している。

　実施するものとし、計上しない。

＊水管橋詳細設計の第1回打合せは、水管橋基本設計の最終打合せと併せ

　て実施するものとし、計上しない。

＊水管橋詳細設計の最終打合せは、小口径推進の最終打合せと併せて実施

　するものとし、計上しない。

　設計：2回、水管橋詳細設計：2回）を計上している。

＊水管橋基本設計の第1回打合せは、小口径推進の第1回打合せと併せて

＊小口径推進の現地調査について、測量調査資料を発注者より貸与する

　　各　　　　　　位

現 場 説 明 書 ( 入 札 等 説 明 書 )

業 務 名 北大樋町地区ほか配水管布設設計業務委託

＊契約締結後速やかに調査職員と打合せを行い、業務内容を十分に理解し（１）実施上の注意事項
　 業務を実施すること。

　4回を計上している。

＊測量業務等現地作業及び現地調査を実施する際は、当部が発行する「測
　量等調査員証」を携帯し、地元PRを十分に実施すること。
＊本業務委託は、「入札等説明書」、「設計書」、「特記仕様書」及び、「上水
　道管実施設計業務委託共通仕様書(案）」に基づき実施すること。
＊「上水道管実施設計業務委託共通仕様書(案）」に関する疑義については

　ため、計上しない。

（２）見積上の注意事項

＊横断測量について、小口径推進及び水管橋基本設計・詳細設計対象箇所

　調査資料及び土質調査資料を発注者より貸与する。

　については小学校と調整をすること。

＊小口径推進及び水管橋基本設計・詳細設計対象箇所については、測量

＊測量業務の範囲について、関係機関との協議により追加する場合がある。

＊測量業務の打合せ協議は、第1回打合せ、最終打合せ及び中間打合せ

＊水管橋基本設計の結果、水管橋の施工が困難と判断された場合、水管橋

　詳細設計を小口径推進へ変更する場合がある。

　ため、地下埋設物調査及び在来管等の調査は計上しない。

＊水管橋詳細設計について、橋脚工、架設工及び仮設工は見込んでいない。

＊着手時打合せ後、速やかに「業務計画書」を提出すること。

 　場合もある。

＊契約履行期間を逸脱する場合は、契約書第４５条、４６条、４７条を適用する

＊契約書第２８条、２９条－１、３０条､５５条等において受注者の義務を補填
　する保険に加入した場合は、証書等の写しを提出すること。

＊受注者は個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施にあたっては

　個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に
　行わなければならない。

＊水管橋詳細設計の現地調査は、水管橋基本設計の現地調査と重複する


